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瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会による
種苗放流等の取組状況について
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１．瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

○ 平成２３年２月、瀬戸内海において広域種の栽培漁業の推進、資源造成型

栽培漁業の推進 共同種苗生産放流体制の推進等を図るため設置栽培漁業の推進、共同種苗生産放流体制の推進等を図るため設置

○ 事業内容

（１）栽培漁業の推進に係る情報提供・交換（１）栽培漁業の推進に係る情報提供・交換

（２）広域種について資源造成型の栽培漁業の推進

（３）県域を越えて連携・共同した種苗生産・放流体制の構築（３）県域を越えて連携 共同した種苗生産 放流体制の構築

（４）その他 瀬戸内海海域における栽培漁業の推進に資する諸問題

○ 協議会の構成○ 協議会の構成

（１）大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川

県 愛媛県 福岡県 大分県県、愛媛県、福岡県、大分県

（２）漁業関係団体

（３）府県所管の栽培漁業を推進する法人（３）府県所管の栽培漁業を推進する法人

（４）（社）全国豊かな海づくり推進協会



２ . 共同種苗生産・放流体制構築支援事業

放流用種苗を安価でかつ効率的に確保し、効果的に放流するため、各都道府県ごとの多様な魚種の種苗生産や
そのための餌料を個別に生産する体制の集約化 既存施設の稼働率の向上と連携・分業 放流種苗の生残率

①サワラの共同種苗生産体制に向けた検討の経緯

サ

そのための餌料を個別に生産する体制の集約化、既存施設の稼働率の向上と連携・分業、放流種苗の生残率
をより高めるための中間育成の実施による放流体制の構築
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② サ ワ ラ の 種 苗 生 産 ・ 放 流 体 制 の 新 旧

２ . 共同種苗生産・放流体制構築支援事業

国

種苗生産

水産総合研究センター（屋島・伯方島）

従前

支援・助言・協力

水産総合研究 ンタ （屋島 伯方島）

栽培漁業資源回復等対策事業

大阪府水産技術センター
・広域種の適地放流
・県の管轄を超えた放流効果調査

岡山県農林水産総合センター (21年まで) 栽培漁業資源回復等 策事業
（18～22年）

全国豊かな海づくり推進協会

配
付
配
付

中間育成 100mm種苗放流

岡山県農林水産総合 タ ( 年 )

国

新体制（24年～） ・広域種の資源造成の実証
・広域種の放流体制や費用負担の検討

中間育成 100mm種苗放流

支援
助言・協力

国

共同種苗生産

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会
種苗放流による資源造成支援事業

広域種の放流体制や費用負担の検討

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

技術支援・指導
施設等の提供
協力協定（予定）

水研センター

大阪府水産技術センター
瀬戸内海区水産研究所屋
島庁舎

（23年～）

瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会

配
付
配
付

中間育成 70mm種苗
（大阪府・兵庫県・岡山県・香川県・愛媛県・大分県）

放流



③ 各府県の種苗生産施設の現状と課題

２ .共同種苗生産体制・放流体制構築支援事業

③ 各府県の種苗生産施設の現状と課題
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３ . 広域種資源造成支援事業
複数の都道府県の漁業者が利用する広域種について、適地放流や稚魚段階での混獲抑制等の放流種苗の生残率
の向上を図りながら、成長した親魚を獲り残して再生産を確保する「資源造成型」の栽培漁業の推進のために行う
実証事業

①トラフグ

資源状況と種苗放流の現状 5002500

ト ラ フ グ
放流尾数 漁獲量

資源状況と種苗放流の現状

○瀬戸内海のトラフグは、日本海、東シナ海の
系群と同一の資源。

○資源量は低位で減少傾向。
○瀬戸内海西部（山 県 愛媛県 大分県 主要 300

400

1500

2000

漁

放
流
尾○瀬戸内海西部（山口県・愛媛県・大分県の主要

市場）の17～19年の平均漁獲量は約60トン。
○干潟域が産卵場及び稚幼魚の成育場として重要。
○近年、山口県に産卵回帰した親魚の40％近くが放流魚。
○当海域の 年度の平均放流尾数は約 万尾

200
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ｔ
）
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）

○当海域の19～21年度の平均放流尾数は約40万尾
（全長約70㎜）であり、13～17年放流群の混入率は
10～20％、外海を含めた回収率は4.5％と資源の維持に貢献。

事業の目標と達成方法
0

100

0

500

1983 1988 1993 1998 2003 2008

○当面の目標としては、瀬戸内海西部の近年の漁獲量
の維持を目指す。

○本種は加入量変動が大きいことから、安定的な資源
添加（放流尾数）を維持するととも 健全な種苗

1983 1988 1993 1998 2003 2008

添加（放流尾数）を維持するとともに、健全な種苗の
確保に努める

○親魚量の維持・増大と資源の有効利用の観点から、
干潟域の放流適地に放流するとともに、小型魚の
再放流など 管理対策を検討する と よ 放流再放流などの管理対策を検討することによって放流
効果の向上を図り、資源造成型の栽培漁業の推進に努める。

○九州海域協議会と連携をしたモニタリング体制や、資源
管理方策を検討する。



○山口県、愛媛県、大分県の行政・水産試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人の
参加のもと広域種資源造成検討会を開催

事業内容

参加のもと広域種資源造成検討会を開催。

○関係機関が連携して、過去に実施した放流場所、放流時期、放流方法に考慮して、具体
的な種苗生産・放流計画、モニタリング方法及び漁業管理方法について検討。
○瀬戸内海西部海域では約40万尾の放流が予定されているが 本事業では 6～8月に放○瀬戸内海西部海域では約40万尾の放流が予定されているが、本事業では、6 8月に放
流直後の生残りを高めるため干潟域の放流適地において全長50～70㎜種苗約24万尾を放
流。

○放流効果を把握するため、瀬戸内海西部の主要市場で漁獲物の買上げ等を行い、漁獲○放流効果を把握するため、瀬戸内海西部の主要市場で漁獲物の買上げ等を行い、漁獲
量の情報を収集する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリング結果を検討。
○瀬戸内海西部の関係3県では、親魚量の維持・増大と資源の有効利用の観点から、放流
直後の小型魚の再放流を励行。直後 魚 再放流を励行。

県
尾数

（万尾）
サイズ
（ミリ）

標識 放流日 放流場所

本事業 焼印 月 日
西条市

種苗放流結果

本事業 4.0 70 焼印 7月20日
西条市
干潟域

愛媛県 本事業以外 1.5 70 －
燧灘～伊予灘

6カ所
計 5.5

本事業 6 0 60～67 一部標識
6月21日

本事業 6.0 60～67 部標識
7月5日

山口県 本事業以外 24.7 60～67 －
6月22日

～７月25日
計 30.7

本事業 20.8 50 －
佐伯市鶴見、

大入島大入島
大分県 本事業以外 － －

計 20.8
計 本事業 30.8 50～70

全体 57.0 50～70



県 方法 内容 場所 回数
本事業 － 70 焼印 －

モニタリング実施結果

本事業 70 焼印

本事業以外
市場調査

漁獲統計調査
生物測定
混入率

県下
10カ所

（豊後水道含む）
－

本事業 部標識

愛媛県

本事業 － － 一部標識 －

本事業以外

市場調査
買上調査

漁獲統計調査

取扱量
金額

埴生沖

南風泊、
周南、宇部、仙

崎 萩
－

山口県

試験操業
埴生沖 崎、萩

本事業 － － －

本事業以外 市場調査
生物測定

標識魚買取
宇佐、姫島、別府 各4回／月

大分県

資源管理励行結果

標識魚買取

県 内容 備考

媛 浮き 縄禁 漁業調整委員会指示愛媛県 浮き延縄禁止 漁業調整委員会指示

ふぐ延縄対象に4～6月禁漁、全長15cm以下再放流、針の太さ1.2mm以上 管理計画

山口県 4～5月・日曜休漁、延縄針太さ1.2mm以上、15cm以下再放流 自主規制

埴生沖浅海域の操業禁止 県漁業調整規則埴生沖浅海域の操業禁止 県漁業調整規則

引っかけ釣り禁止 委員会指示

抱卵親魚再放流 補助事業

大分県 ふぐ延縄漁業4/1-8/19禁漁

樽流し漁業：伊予灘協定水域・豊後水道周年禁漁

延縄、小底、一本釣り全長20cm以下制限、延縄の出漁日10%削減



３ . 広域種資源造成支援事業

②サワラ サ ワ ラ

資源状況と種苗放流の現状

○サワラ瀬戸内海系群の資源水準は低位横ばい状態
○17～19年の平均漁獲量は約1,200トン。
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○瀬戸内海での18～20年の平均放流尾数は約20万尾
（全長71～116㎜）

○21年度の混入率は4.2％（東部海域8.6％、西部海域
1.5％）、放流魚が資源へ加入するまで 1000
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の生残率（添加効率）は19％と資源の維持に大きく貢献。

事業の目標と達成方法 500100

）

○当面の目標としては、近年の漁獲量の維持を目指す。
○これまでの放流尾数を維持するとともに、放流直後の
混獲回避のための放流方法の改善と放流場所を検討

○関係県連携による親魚の確保等の実施体制を検討

00
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○岡山県、広島県、香川県、愛媛県、大分県の行政・
水産試験場 漁連等漁業者団体 栽培漁業関係法人

事業内容

水産試験場、漁連等漁業者団体、栽培漁業関係法人
の参加のもと広域種資源造成検討会を開催
○関係機関が連携して過去に実施した放流場所、放流
時期、放流方法に考慮して、具体的な種苗生産・放流
計画 タリ グ方法及び漁業管理方法に い 検討計画、モニタリング方法及び漁業管理方法について検討
○瀬戸内海海域では20万尾の放流が予定されているが、
本事業では、6～7月に放流適地においてALC標識を施した
全長70～100㎜種苗約13万尾を放流



○放流効果を把握するため 瀬戸内海の主要市場で漁獲物の買上げ等を行い 放流魚

事業内容（つづき）

○放流効果を把握するため、瀬戸内海の主要市場で漁獲物の買上げ等を行い、放流魚
の把握及び漁獲量の情報を収集する他、他事業で得られた資料も活用してモニタリング
結果を検討。
○放流直後の混獲を防止するため適正な場所での放流に努める○放流直後の混獲を防止するため適正な場所での放流に努める。

種苗放流結果



モニタリング実施結果



資源管理励行結果

内 容府 ・ 県

大阪府 網目の制限（１０．６ｃｍ）、禁漁期５／２５～６／２０（サワラ流網は６／５～７／１１）
自主規制（毎週土曜日）

兵庫県 流網：１０．６ｃｍ以上の網目を使用、播磨灘９／１～１１／３０まで禁漁
ひき縄：大阪湾５／２５～６／３０、播磨灘９／１１～１１／３０、紀伊水道５／２５～
６／２０、サワラ目的の操業禁止
はなつぎ網 過去５ヶ年の平均漁獲量の８割を上限

岡山県

はなつぎ網：過去５ヶ年の平均漁獲量の８割を上限

流網：１０．６ｃｍ以上の網目を使用、９／１～１１／３０まで禁漁
ひき縄：９／１～１１／３０までサワラ目的の操業禁止
船曳網：過去５ヶ年の平均漁獲量の８割を上限

広島県

船曳網：過去５ヶ年の平均漁獲量の８割を上限
受精卵放流：５／１６、２５、３０日に計１４万粒放流

安芸灘、燧灘において流し刺し網漁業９月禁止、流刺網の目合い１０．６ｃｍ以上
さごしきんちゃく網漁業４６ｔ未満に規制

香川県

さごしきんちゃく網漁業４６ｔ未満に規制

流刺網の目合い１０．６ｃｍ以上、播磨灘および備讃瀬戸で流し網秋漁休漁
燧灘では流し網の９月休漁

愛媛県

福岡県

週休日の設定（土曜日）、伊予灘海域での二番網の自粛

流し網の許可期間は周年だが、５／１～３１は禁漁、漁期は９～１２月

大分県 流刺網の目合い１０．６ｃｍ以上、伊予灘：５／１６～６／１５休漁
周防灘：５／１～５／３１休漁




